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18世紀前半におけるオスマン帝国とハプスブルク君主国間の通商条約（松　井）
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はじめに

　1699年オスマン帝国は、建国以来最も屈辱的なカルロヴィッツの講和を結ぶ。これは
1683年の第二次ウィーン包囲が無残な失敗に終わったのち、この直前最大版図となった
オスマン帝国が、敗戦をつづけついに締結を余技なくされた講和条約であった。
　15世紀から16世紀にかけてその軍事力を背景に、アジア・アフリカ・ヨーロッパの
三大陸にまたがる大帝国となり、西ヨーロッパ世界に脅威を与えてきたオスマン帝国
は、はじめて恒久的にその領土の一部を失った。しかし、この時点をもってオスマン帝
国がすぐに滅亡したわけではなく、弱体化の一途をたどったわけでも実はなかった。17

世紀前半はオスマン帝国が大規模な内乱の時代を経験し、キョプリュリュ家がこの立て
直しを図った時代でもあった。17世紀後半にはキョプリュリュ家出身の大宰相による
第二次ウィーン包囲失敗が敗戦の講和1699年につながるのであるが、近年の研究は17

世紀を危機の時代であると同時に再編の時代ととらえ、この時点から最終的な1922年
の滅亡まで２世紀以上命脈を保つ後期オスマン帝国を支えた制度変革が、官僚機構再編
をもってなされた点を重視している1）。実際、ヨーロッパ諸国との戦争で1718年には再
び敗戦しパッサロヴィッツ条約が締結されるが、1739年にはベオグラードを奪回する
勝利をおさめ、同年のベオグラード条約は戦勝国として締結した。
　著者は、オスマン帝国のアフドナーメを手がかりに、この帝国をめぐる地中海通商秩
序の変容を研究してきた。その過程で友好国に対するカピチュレーションを主にその主
要対象国、フランス、イギリス、オランダのカピチュレーションを検討することでその
核となる規定を改めて考察した。研究が進むにつれ、オスマン帝国が発出したアフド
ナーメに通商居留勅許恵与型（すなわちカピチュレーション型）と講和条約型の二種が
あり、そのどちらもが通商秩序形成に関連していたこと、しかし後者は専ら敵対国との
戦争関連で論じられることが多く、これまで通商秩序に関する研究への利用が稀であっ
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たことが分かってきた。カピチュレーション型のアフドナーメと講和条約型のそれは従
来合わせて論じられることはあまりなく、またそれを試みる研究に対する批判も呈され
た2）。しかし近年の研究で敵対国との通商条項が例えばポーランドについて明らかにな
るにつれ3）、やはり両者を総合的に論じることがオスマン帝国をめぐる通商秩序変容を
分析するうえで必要と筆者も考えるようになった。
　そこで本稿では、旧来の主要敵国であった、ハプスブルクとの1718年通商航海条約
と1747年の友好通商条約をとりあげ検討する。なお1718年通商航海条約に関しては、
1718年パッサロヴィッツ条約と同時に締結され、パッサロヴィッツ条約自体にも通商
居留関連の条項があるためその条項についても併せて検討する。

主な史料について

　オーストリア文書館所蔵と考えられる原本については今回は参照できなかった。オス
マン語テキストはイスタンブルのオスマン文書館に所蔵されている写しを利用したが、
これはおそらく同時代に記録されたものではなく、同時代の台帳から後代に抜粋・編纂
されたものと推察される。分類番号は「諸外国台帳 Düvel-i Ecnebi Defter」の A {DVNSDVE 

d. 57/1であり、カタログには「ハプスブルクとの盟約台帳1567～1795年（975年ラマザ
ン月から1210年ジュマーダー・アル・アーハル月）Nemçelü Ahid Defteri 1567‒1795 

(N975-C1210)」として分類されている。また1747年の友好通商条約については同台帳
群の A {DVNSDVE d. 59/3「ハプスブルクとの条約の書台帳 Nemçe Ahidname Defteri」に
別記されていたためこちらを参照した。これら２冊をふくむ諸外国台帳類は全111冊か
らなり、ほとんどは国別に分類されている4）。ハプスブルク君主国（オーストリア）関
連の台帳は最も多く13冊である。そのほとんどは勅令集であり、大使や領事を通じて
提出された請願書 arzhalアルズハールに対するオスマン帝国の対応を勅令として発布し
た際の写しからなる。なお執筆にあたっては、適宜刊行された条約集も参照した。

１．18世紀初頭までのオスマン帝国とハプスブルク君主国

　12世紀から13世紀に世紀が変わろうとする頃、アナトリア半島の北西部で頭角を現
し始めたトルコ系の遊牧騎馬民の集団が、15世紀半ばにビザンツ帝国を滅ぼし、16世
紀にはアジア、アフリカ、ヨーロッパの三大陸にまたがる大帝国になるとは、同時代の
地中海世界の人々の予想だにしなかったことであろう。昔日の面影なくその版図を縮小
していたビザンツ帝国に隣接した地域からオスマン勢力は、バルカン半島とアナトリア
の両面に拡大し始めた。中世地中海世界にあった３つの文化圏、ギリシア東方正教会文
化圏、アラブ・イスラーム文化圏、ラテン・カトリック文化圏のうち、前二者をほぼ併
呑し、オスマン帝国は、ラテン・カトリック文化圏と直接対峙することになった。この
ラテン・カトリック文化圏の最前線であったのが、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国で
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あった。15世紀以来、第一次世界大戦の結果両帝国が解体する20世紀初頭まで両帝国
はほぼ主要な交戦国どうしであった。オスマン史家のＶ・アクサンは17世紀以降のオ
スマン帝国の戦線を３つの地域に分けている。①バルカンのドナウ河流域方面、②東方
のコーカサス・イラン方面、③アラブ戦線である。③のアラブ戦線は18世紀後半以降
に戦闘の舞台となっていく。ハプスブルク君主国は①の主要相手国であり、ロシアは①
と②の両戦線にかかわり、18世紀以降はその南下政策がハプスブルク以上にオスマン
に圧力をかけ解体を促していった。
　さてオスマン勢力が、ヨーロッパの「脅威」から19世紀には「病人」にかわる変化
の分岐点とみなされてきたのが1699年のカルロヴィッツの講和であった。オスマン帝
国は16世紀中葉に大帝スレイマン１世（在位1520‒1566年）のもと最盛期を迎えた。し
かしその晩年から宮廷がみだれ、カリスマ性をもった君主が帝国の遠征を先導し領土を
拡張し続ける時代から、弱体化した君主にかわり軍人官僚が政治をになう時代となる。
気候変動の影響もあり、飢饉のおこった17世紀前半は危機の時代とよばれ、大規模な
中央政府にたいする反乱が続いた。これを立て直したのがキョプリュリュ家であった。
その勢いをかってキョプリュリュ家出身の大宰相カラ・ムスタファ・パシャが1683年
に第二次ウィーン包囲を企てた。しかしスレイマン大帝の際に試みられた第一次ウィー
ン包囲の時と同じくウィーンを陥落させることはできなかった。ウィーンはオスマン帝
国が西北に拡大した最前線でありついに落とすことができなかった都であった。しかも
第一次ウィーン包囲の際とちがい、第二次ウィーン包囲の失敗はその後の長く断続的な
戦いをもたらした。包囲に失敗したカラ・ムスタファ・パシャ処刑後も続いた、ハプス
ブルクやその他の神聖同盟諸国との戦いではオスマン帝国の敗戦が続き、1699年にハ
プスブルクとヴェネツィア、ポーランドとカルロヴィッツの講和を、ロシアとは1700

年に別個にイスタンブル条約が結ばれた。この長い戦争はようやく終結したが、オスマ
ン帝国ははじめて恒久的に領土を失い（ハンガリー）、またバルカン領などを前述の各
国に割譲することとなった5）。外交面でいえば、この時オスマン側は初めて前線の軍人
ではなく、文官を派遣し全権交渉にあたらせた。全権大使は書記局長 reīs’ül-küttābの
ラーミー・メフメト・パシャであり、通訳としてギリシア正教徒臣民である主席通訳
baş tercümānのアレクサンドル・マヴロコルダトスが同行していた。これはオスマン外
交の担い手が文官たる書記官僚になっていく変化を象徴し、特に大宰相府が宮廷にかわ
り外交交渉の中心となり、18世紀には書記長職が外務大臣職に発展していくきっかけ
となった6）。またその下にあった非ムスリムが長を務めた通訳局の重要性もたかまり、
主席通訳を輩出したギリシア正教徒が力を伸ばす場となっていった7）。
　しかし前述のとおり、オスマン帝国が1699年を境にただちに解体にむかったわけで
はなく、それまでにはまだ２世紀以上の長い時代が続く。近年では17世紀は危機の時
代であったと同時に、それに対する財政・軍務の再編があり、さらに18世紀前半にも
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続いた行政機構の再編が、それから200年以上長らえた基盤を形成したとする見方が重
視されている。実際オスマン帝国は18世紀に入ってからハプスブルク、ロシアとさら
に戦火を交えていくが、前半においては領土の奪還も果たしている。以下ではその時代
における変化を検討する。

２．パッサロヴィッツ条約の締結と1718年通商航海条約

　18世紀に入り、オスマン帝国は再びハプスブルク君主国やロシアとの戦争に突入し
た。1711年オスマン帝国はピョートル大帝率いるロシアとのプルートの戦いで勝利を
おさめる。しかし1716年からのハプスブルクとヴェネツィアとの戦争でオスマン帝国
は再び敗北し、バルカンの要衝ベオグラードを失った。ただしギリシアやクレタ島での
ヴェネツィア戦線では有利に戦闘をすすめ、ヴェネツィア側はカルロヴィッツ条約で獲
得したペロポネソス半島を返還した。一方ハプスブルクには敗北し、ハンガリーの残
部、ワラキア西部（バナト地方）、セルビア北部、ボスニア北部などを割譲した。特に
ヨーロッパ戦線の前哨基地となっていたベオグラードの喪失はオスマン帝国にとっては
大きな痛手であった。なお、ベオグラードは後述するが、この約20年後の戦争で再び
奪還され以後19世紀までオスマン帝国の版図内にあり続けた。
　さてこうした領土の割譲が約されたのが1718年のパッサロヴィッツ（現セルビア、
ポジャレヴァツ）講和条約であった。そして、この時同時に通商航海条約も締結され
た。1718年の講和はイギリスやオランダの仲介によって成立した。実際に仲介にあたっ
たのは、イギリスのロバート・サットン卿やオランダの駐イスタンブル大使ヤコブ・コ
リイェルであり、彼らも条約に署名している。この1718年の講和では、講和条約本文
にいわゆるカピチュレーションで扱われるような通商居留勅許の基盤たる条項が含まれ
ており、同日締結された通商航海条約にはより具体的な通商条件などが記されている
（表1‒1、表1‒2参照）。パッサロヴィッツ講和条約の主要な内容は領土割譲に関するも
のであったが、通商条約とあわせて、オスマン帝国の通商秩序にもかかわるものであっ
た。Ｔ・ナフは、この時のオスマン帝国とハプスブルク君主国との交渉がその後の類似
の交渉のモデルとなったとしているが、パナイテによればこれはさらにさかのぼる8）。
その詳しい内容については、第３節で1747年の友好通商条約や仏英蘭の三国に対する
カピチュレーションとの対比をしつつ分析していく。
　17世紀末から18世紀の第１四半世紀にハプスブルクやロシアなどに敗北することに
より、オスマン帝国の対外姿勢は、特にヨーロッパとの前線で、遠征による領土獲得か
ら、戦争を回避して内政再建にむかう消極的なものに転じていく。また優越するオスマ
ン側がヨーロッパから学ぶことは何もないという姿勢から、ヨーロッパの文物や文化か
ら学ぶという意識が、エリート層の一部に芽生える。オスマン帝国は18世紀末のセリ
ム３世時代の改革期まで、常駐使節を海外に置かなかったが9）、必要に応じて派遣され
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表1‒1：1718年パッサロヴィッツ講和条約（全20条）中の通商居留関連条項

条項 概要
XI ローマ・カトリック教会の修復、信仰の自由、エルサレムと聖地。

XIII 商人たち、パスポートと許可証、領事、通訳、アルジェリア人その他、海賊の鎮圧。
XVII 大使、儀礼、貢納品、大使の取り扱い。
XVIII 大使、在駐公使、その他についての規定。伝令の安全保障と取り扱い。

表1‒2：1718年オスマン=ハプスブルク通商航海条約の概要　全20条

条項 概要
前文 前文

I 貿易の自由。禁輸品。船舶の修理と糧食の供給。
II ドナウ河、貿易の自由。内陸への商品の輸送。商業拠点エンポリウム。

III ３％の関税。免除。低関税の支払い、関税回避、処罰、税の強制取り立ての禁止、許可
証ライセンス、商業拠点エンポリウム。

IV 商品の購入と取引、禁輸品の購入と免除。

V
領事の任命その他。死亡したオーストリア商人の財産。通訳。領事の諸特権など。オス
マン監獄へのオーストリア臣民の投獄の禁止。個人的な信仰の自由。裁判。船舶抑留の
禁止。裁判所への不出廷。オーストリア商人の免除。

VI トルコ人代理人の任命と保護。死亡したムスリム商人の財産。
VII オスマン帝国の港におけるオーストリア船に対する妨害の禁止。
VIII 遭難したオーストリア船。難破船からの商品。
IX オーストリア商人に対する海賊を口実とする妨害の禁止。
X オーストリア船上のオスマン臣民。
XI オーストリア商船によるオスマン軍などの輸送の禁止。
XII 海上における相互表敬。
XIII オーストリア商人の移動の自由。パスポート。
XIV ユダヤ人による商取引への介入の禁止。罰則。
XV オーストリア商品の保管。
XVI ムスリムへの改宗。
XVII 海賊船上のオーストリア商人。
XVIII 戦時における猶予期間。
XIX ペルシア商人。５％の関税。
XX 30日以内の批准。交換。日付。

Hertslet, Edward ed. (1875), Treaties and Tariffs Regulating Trade between Great Britain and Foreign 
Nations: and extracts of Treaties between foreign Powers containing Most-Favoured-Nation Clauses 
applicable to Great Britain in force on the 1st January, 1875: TURKEY, London. pp. 83‒84を基に作成。
その他の参照文献：
cf. BOA, Düvel-i Ecnebi Defterleri, A {DVNSDVE d. 57/1: Nemçelü Ahid Defteri 1567‒1795 (N975‒
C1210), s. 55‒61; 62‒66.
フランス語訳：Noradounghian, G. ed.(1897), Recueil d’actes internationaux de l’Empire Ottoman, Paris, 
(KRAUS Reprint, Nendeln/Liechtenstein),vol. 1, pp. 208‒216; 216‒227.
オスマン語刊行条約集：Mu‘āhedāt Mecmū‘ası, (1877‒1881 (Hijri 1294‒1298)), 5 vols., Istanbul.
(Reprinted in 2008, Muâhedât Mecmūası. 5 vols. Ankara: TTK.), cilt. 3, s. 102‒112; 112‒120. 
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てきた使節の派遣回数が増えていった。特に、アフメト３世（在位1703‒1730年）の時
代には大宰相ダーマード・イブラヒム・パシャが宮廷に西洋の文化をとりいれ、チュー
リップ時代と呼ばれた。彼がフランスに派遣したのがイルミセキズ・チェレビであり、
帰国後君主に献呈した見聞記は当時のオスマン官僚の意識変化の一例としてしばしば取
り上げられる。しかしこうした「西洋化」は、他方で権益を脅かされると感じた守旧勢
力の反発をかうこととなり、1730年のパトロナ・ハリルの乱でアフメト３世は退位さ
せられ、チューリップ時代は終わりをつげた。

３．1739年ベオグラード条約と1747年友好通商条約

　ヨーロッパ戦線では消極的に戦争を回避していたオスマン帝国であったが、1736年に
はバルカン情勢をめぐり、再びロシアやハプスブルク君主国との戦闘に巻き込まれた。
1736年オスマン帝国の衰退をみてとったロシアがワラキア方面に侵攻、ハプスブルク
も参戦しセルビア方面からオスマン帝国を攻めた。1738年５月ロシアのアンドレイ・
オステルマンは、フランスのルイ・ソーヴール・ヴィユヌーヴ侯爵に仲介を依頼、しか
しオスマン側は応じなかった。膠着状態が続くなか、フランスのアンドレ・エルキュー
ル・ド・フルーリー枢機卿が再びヴィユヌーヴに仲介を命じた。ワラキアやセルビアで
劣勢に立ちながらも、オスマン側はハプスブルクとの戦線でベオグラードを包囲した。
ベオグラード防衛にあたっていたゲオルク・オリヴィエル・フォン・ウォリス元帥とそ
の後任ヴィルヘルム・ラインハルト・フォン・ナイペルク将軍は、持ちこたえられない
と判断し講和に応じた。オスマン側の代表はマフムト１世（在位1730‒1754年）の使節
であった。この結果オスマン側はハプスブルクからパッサロヴィッツ条約での失地、す
なわち、ベオグラードを含むセルビア王国、テメシュヴァールのバナトの南部、ボスニ
ア北部を奪還し、境界線はサヴァ川とドナウ川となった。ウォリスとナイペルクは皇帝
カール６世によって投獄された。なお1718年にハプスブルクが設立したセルビア王国
は滅亡し、18世紀末の短い復活の後、最終的な独立は19世紀後半までもちこされた10）。
　一方ロシアは戦闘を有利に進めていたが、ハプスブルクが講和に応じたこと、北方の
スウェーデンの脅威が生じていたことを背景に講和を急ぎ、同年ニシュ条約を締結し
た。この結果オスマン側はロシアのアゾフ港建設を認めた。オスマン帝国では講和の
後、主戦派であったイェエン・メフメト・パシャが講和派によって更迭された。フラン
スは仲介の労をオスマン側から認められ、それまでに例をみない優遇条項を含んだ
1740年対仏カピチュレーションを獲得したうえ、ロシアのダーダネルスとボスポラス
両海峡への接近を防ぐことに成功した。1747年ハプスブルク君主国は、1739年ベオグ
ラード条約での講和を背景に、フランソワ１世の派遣した駐イスタンブル大使フラン
チェスコ・クルシュマンを通じてオスマン側に通商居留勅許を申請、これにこたえる形
で1747年に友好通商条約が締結された。
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表２：1747年オスマン=ハプスブルク友好通商条約（全17条）の概要

条項 概要
前文 前文

I 東ローマ帝国、トスカナ大公国、ハンブルク市臣民の通商・居留の自由。
II 双方の商人の貿易の自由、安全保障。
III 友好の確認。オスマン臣民の取り扱い。相互規定。
IV 地中海沿岸都市における領事の設置。領事の地位。
V オーストリア船のオスマン領内の港への来航の自由。
VI 海難事故の際の救援。検疫。
VII マルタの海賊。
VIII オーストリア船へのオスマン臣民の乗船。仏英蘭の規定と同様。
IX オーストリア商船による［オスマン］国家の必需品や軍隊の輸送。
X 海上での双方の船舶の表敬。
XI オーストリア商人のオスマン領内での移動の自由。
XII ユダヤ人による通商取引仲介の禁止。
XIII イスラームへの改宗。
XIV オーストリア臣民が海賊の捕虜になった場合の解放。
XV 規定への違反行為の通告と処罰。
XVI トリポリとチュニスの海賊への通告。
XVII 両当事者の合意、署名。

BOA, Düvel-i Ecnebi Defterleri, A {DVNSDVE d. 59/3: Nemçelü Ahidname Defteri.
オスマン語刊行条約集：Mu‘āhedāt Mecmū‘ası, (1877‒1881 (Hijri 1294‒1298)), 5 vols., Istanbul.
(Reprinted in 2008, Muâhedât Mecmūası. 5 vols. Ankara: TTK.), cilt. 3, s. 135‒142.を基に作成。

18世紀前半におけるオスマン帝国とハプスブルク君主国間の通商条約（松　井）

４．通商条約の内容と18世紀前半における特徴──カピチュレーションとの対比

　以下では1718年パッサロヴィッツ条約と1718年通商航海条約11）、1747年友好通商条
約（表２参照）12）の内容について、17世紀後半から18世紀前半に恵与された仏英蘭のカ
ピチュレーション13）とも比較しつつ検討する。

4‒1. 条約の主な内容

　ハプスブルク君主国は、オスマン側では一般に「意味不明の言語ネムチェNemçe［す
なわちドイツ語（を話す人々の国）］」と総称されている。18世紀前半のアフドナーメ
では、ハプスブルク君主の称号は例えば「ローマ皇帝かつゲルマニア王かつロレーヌ
（ロートリンゲン）およびトスカナの大公であり、その他多くの諸領邦の侯や伯 Roma 

İmparatoru ve Cermanya kıralı ve Rolina ve Toşkana’nıñ Düka-yı Kebīri vesāir nice mahalleriñ 

prinçi ve kontesi14）」となっている。
・友好関係
　講和の条件として友好関係の樹立が必要条件として重視されている。「我々の友人
dostmuz」「和平 ṣulḥ」の用語が散見される。友好関係は仏英蘭に対するカピチュレー
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ション発出の必須条件でもあり、カピチュレーション型の条約の書に典型的にみられる
「友好と誠実 müvālāt ve muṣāfāt」の語も使われている。ただし、カピチュレーション型
が講和型の文書と違う点は、後者が相互に通商と居留を認めている点である（パッサロ
ヴィッツ条約：前文、第11条；1718年通商航海条約：前文；1747年友好通商条約：前
文、第２条、第３条他）。
・通商居留勅許
　オーストリア商人の生命・財産が保障され、帝国内での自由な通商活動、居留が認め
られた。オスマン領土内に渡来するオーストリア人はイスラーム法に基づき、ムスタミ
ン（非ムスリム非オスマン臣民）すなわち安全アマーン amānを保障されたものとみな
される。ただしこのムスタミンの資格で滞在できる期間はイスラーム法上は１年となっ
ており、１年を超えた場合はオスマン臣民である非ムスリムのズィンミー（庇護民）と
なり、オスマン政府に対して人頭税（ジズヤ）の支払い義務が発生する。しかし実質は
ムスタミンでいられる期間はオスマン帝国において、カピチュレーション恵与が進むに
つれ有名無実化し不問にふされるようになった。カピチュレーションの場合は発出した
スルタンの代の間有効とされたが、1740年の対仏カピチュレーションが代がわり毎の
更新も不要としたため、実質上期間が問われない形になった。パッサロヴィッツ条約の
場合は条約の有効期間が明記されており、24年間、ベオグラード条約は27年間となっ
ている。なお1747年友好通商条約の期間は明記されず、実質期限なしで認められたと
考えられる（パッサロヴィッツ条約：第13条、第20条；1718年通商航海条約：第１条、
第５条；1747年友好通商条約：第１条）。
・大使館・領事館設置、領事裁判権、領事館でのオスマン臣民通訳や護衛イェニチェリ
の雇用
　オスマン領土内での大使、領事の設置が許可され、オーストリア人どうしの係争につ
いては領事裁判権が認められた。ただしオスマン臣民との間の係争はイスラム法廷に、
また3000アクチェ以上の訴訟についてはイスタンブルの御前会議に管轄権があった（な
おこの額は対仏英蘭カピチュレーションでは4000アクチェ以上となっている）（パッサ
ロヴィッツ条約：前文、第13条、第17条、第18条；1718年通商航海条約：前文、第５

条；1747年友好通商条約：第２条、第３条、第４条）。
・海賊からの保護規定、オーストリア人捕虜の解放
　当時地中海域は海賊が跋扈する場であったから、この規定はハプスブルク側から強く
求められた。北アフリカ沿岸部の多くは少なくとも名目上はオスマン支配下であったか
ら、オスマン政府の要請があれば海賊行為を減じることができると期待された。しかし
実効性はあまりなく、西欧諸国は、実質上の統治者である北アフリカ沿岸諸国君主との
直接の取決めを同時並行ですすめていった（パッサロヴィッツ条約：前文、第13条；
1718年通商航海条約：前文、第９条；1747年友好通商条約：第７条、第14条、第16条
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他）。
・貿易品
　禁輸品以外の商品の交易は自由であった。穀物、絹、塩の輸出は特例で認められた。
また鉄、錫、金、銀の輸入に関する規定もある（1718年通商航海条約：前文、第４条；
1747年友好通商条約：第２条）。
・関税規定
　17世紀初めにイギリスに認められた３％関税はイギリスだけに認められており、フ
ランスやヴェネツィアは従来通り５％の関税を支払っていた。オランダ商人に対する関
税は1612年、フランス商人に対する関税は1673年のカピチュレーションで３％とされ
ている。1718年以降ハプスブルクにもこの関税率が適用された。なおペルシア商人（多
くはアルメニア商人と考えられる）の関税は５％と設定されている（1718年通商航海
条約：第３条、第19条；1747年友好通商条約：第２条、第３条、第４条）。
・宗教関連規定（教会の修復・巡礼）
　信仰の自由を保障することに関連し、教会の修復や聖地エルサレムへの巡礼の保護規
定が挿入された。同様の規定はフランスやオランダのカピチュレーションには見られる
が、対英カピチュレーションにはない（1718年通商航海条約：第11条）。
・ユダヤ商人に関する規定
　仏英蘭に対するカピチュレーションにみられない通商規定として、ユダヤ人商人の仲
介に対する規制がある。ハプスブルク側がオーストリア商人との競合関係を懸念して挿
入された項目と推定される（1718年通商航海条約：第14条；1747年友好通商条約：第
12条）。
・最恵国待遇
　オーストリア商人に対し、仏英蘭などの友好国やポーランドに認められていたのと同
等の権利を認める規定があり、これは最恵国待遇の雛形といえる（1747年友好通商条
約：第２条、第３条、第８条）。
4‒2. 通商条約締結までの流れ──1747年友好通商条約の事例

　講和条約型のアフドナーメはまず前線で両当事国の代表が草案 temessükを取り交わ
し、これを基に最終的にイスタンブルで「条約の書アフドナーメ」が最終文書として発
布される。これを受けて相手側の受諾書（批准書）taṣdīḳnāmeも要請される。これに対
して仏英蘭に対するカピチュレーション型のアフドナーメは、始めからイスタンブルで
請願されて発布され、返書も想定されていない15）。ハプスブルク君主国と1747年に締
結した友好通商条約は、内容的にはカピチュレーションと同様の通商居留勅許を認める
通商条約であり、講和条約ではないが、講和条約の手続きにそって発出されている。ま
ず1747年５月27日（イスラム暦1160年ジュマーダー・アルウーラー月17日）にオスマ
ン側からのオスマン語の草案とハプスブルク側からのラテン語による草案が交換され、
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その約２か月後の７月29日（イスラム暦ラジャブ月21日）に最終文書たるアフドナー
メが発出され、同日ハプスブルク側からの批准書（返書）taṣdīḳnāmeもオスマン政府に
提出されている。またこの発出と関連して、オスマン政府から北アフリカ所領（アル
ジェリア、チュニス、トリポリ）にも訓令が出され、アフドナーメの遵守が促されてい
る。さらにハプスブルクは北アフリカと直接盟約を締結していたこともアフドナーメを
記録した同じ台帳から確認できる16）。

おわりに

　以上18世紀前半におけるオスマン帝国とハプスブルク君主国の通商関係を、条約の
書（アフドナーメ）の分析をつうじて検討した。フランスやイギリス、オランダといっ
た友好国に対する一方的恵与としての通商居留勅許は、敵対国であるハプスブルクや
ポーランド、ロシアに対しては、より相互的な形式である講和条約の範疇で、あるいは
停戦時（平時）であっても、カピチュレーション対象国とは違い、返書が要求され近代
的な条約でいう批准書をかわすという手続きがとられた。また敵対国は国境線を接する
隣国がその境界争いの種となるため、フランスやイギリス、オランダよりも密接な関係
が存在する。人や物の交流も陸続きのためより頻繁であり、フランスやイギリス、オラ
ンダに対しては求めていなかった17）オスマン臣民のハプスブルク領内での通商の自由や
生命・財産の保障を相互的に約する形式をとっている。これはポーランドの事例にみら
れるものに近い。18世紀をつうじてオスマン帝国の通商規定は、他の外交交渉と並び
より西欧的な対等性をもつものに形式的にも内容的にも推移していった。
　1740年以降オスマン帝国は、ヨーロッパ方面で1768年の露土戦争勃発まで、約30年
にわたって戦争のない状態を続けた。しかし対東方、イランとは戦闘が断続的に継続し
ていた。その間ヨーロッパではオーストリア継承戦争（1740‒1748年）と七年戦争
（1756‒1763年）がおこり軍事力の革新が進んだ。オスマン側も散発的な軍事改革は行っ
たものの、18世紀後半の露土戦争においてヨーロッパ諸国に対する相対的な軍事力の
低下が白日の下にさらされることになった。大敗を喫したオスマン帝国は1774年にロ
シアと帝国史上もっとも屈辱的なキュチュク・カイナルジャ条約締結を余儀なくされ
た。この第11条に基づき、1783年にロシアと通商条約が締結され、仏英蘭へのカピチュ
レーションと同様の通商居留勅許が条約の形式で締結された。翌1784年にはハプスブ
ルク君主国とも通商条約が締結される。この18世紀後半における変化はオスマンの通
商秩序の変容を決定づけるものであった。この両条約や18世紀にオスマン帝国と新た
に公式の通商関係に入った諸国との通商条約については、今後検討していく予定であ
る。
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注

１） Faroqhi (1994); Darling (1996).
２） De Groot (2003).
３） Panaite (1994); (1998).
４） 他に勅許状台帳や外国商人の条件についての台帳など数冊が含まれる。
５） オーストリアにハンガリー、トランシルヴァニア公国、スラボニアを割譲、ヴェネツィア
にダルマチアとモレア（ペロポネソス）を割譲、ポーランドにポドリア（現ウクライナ、ポ
ジーリャ）を割譲。またイスタンブル条約でロシアにアゾフを割譲した。この時イスタンブ
ルで交渉にあたったフョードル・ゴロヴィンであった。

６） 書記長職の発展については次を参照。Ahıshalı (2001).
７） ファナリオット。
８） Naff (1977); Panaite (1994).
９） 常駐使節は1793年にウィーンに初めて設置される。しかしセリム３世が改革に反対する
守旧派勢力によって廃位させられるとこの常駐制度も中断する。常駐外交使節派遣は、1826

年に守旧派の核であったイェニチェリ軍団を廃止させたマフムト２世によって再開された。
10） セルビアと対比し、モルドヴァ・ワラキアの領有権については以下を参照。黛（2013）。
11） テキストについては、イスタンブルのオスマン文書館所蔵 BOA, A {DVNSDVE d. 57/1, s. 

55‒61; 62‒66; TS MA d. 7018/01, folio 19‒22; 7018/02, folio 25‒31; 31‒35. 後２冊の台帳（トプ
カプ宮殿文書類：台帳）は、もともとはトプカプ宮殿文書館所蔵であった史料である。TS 
MA d. 7018/01台帳末尾に挿入された書付から、18世紀後半（おそらく露土戦争時）にメフ
メト４世期の「条約の書」の抜粋を君主から命じられ編纂されたものと考えられる。フラン
ス語訳については、Noradounghian, G. ed. (1897‒1903), vol. 1, pp. 208‒216; 216‒227. オスマン
語テキストについては刊行条約集 Mu‘āhedāt Mecmū‘ası, (1877‒1881(Hijri 1294‒1298)), vol. 3, 
pp. 102‒112; 112‒120にも所収されているが写し間違いや誤植が散見されるため使用には注
意が必要。

12） テキストについては、イスタンブルのオスマン文書館所蔵 BOA, A {DVNSDVE d. 59/3, s. 
15‒23; オスマン語テキストについては刊行条約集 Mu‘āhedāt Mecmū‘ası, (1877‒1881(Hijri 
1294‒1298)), vol. 3, pp. 135‒42. 

13） 仏英蘭に対するカピチュレーションの概要については次を参照。松井 (2019)；(2021)；
(2022).

14） 1747年友好通商条約、前文。なおオスマン帝国の勢力がより強力であった16世紀前半に
おいて、ハプスブルク君主はオスマン君主たる大王パーディシャーより格下とされ、皇帝イ
ンパラトルやツァーçasarの称号はゆるされていなかった。例えば1533年の休戦協定におい
て、カール５世やフェルディナント１世は地方の王クラルにすぎず、それぞれ「スペインの
王」「ウィーンの王」でしかなかった。澤井（2013）、15頁。

15） Theunissen (1998); Kołodziejczyk (2000);松井（2004）.
16） BOA, A {DVNSDVE d. 59/3.
17） もっとも暗黙裡には相互的処遇が求められていたとされる。İnalcık (1971).
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